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政
令
第

号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一

部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
条
第
一
項
、
第
六

十
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
百
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
七
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
、
「
第
三
十
一
条
―
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
三
条
―
第
四
十
条
」
に

改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
号
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十

条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
五
十
九
条
」
を
「
第
百
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六
十
二
条
」
に
、
「
第
百
六
十
条
」
を
「
第
百
六
十
三
条
」
に
、
「
第
百
六
十
一
条
」
を
「
第
百
六
十
四
条
」
に
、
「
第
百

四
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
の
」
を
「
第
三
十
五
条

第
一
項
の
」
に
、
「
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
四
項
」
に
改
め

、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）
」
を
付
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
第
百
四
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
百
四
十

三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
百
五
十
九
条
」
を
「
第
百
六
十
二
条
」
に
、

「
第
百
六
十
条
」
を
「
第
百
六
十
三
条
」
に
、
「
第
百
六
十
一
条
」
を
「
第
百
六
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条

と
す
る
。
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第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
を
「

第
百
四
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
五
十
九
条
」
を
「
第
百
六
十
二
条
」
に
、
「
第
百
六
十
条
」
を
「
第
百
六
十
三
条
」

に
、
「
第
百
六
十
一
条
」
を
「
第
百
六
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
に
」
を
「
第
十
八
条
に
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
百
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
十
七
条

第
二
項
」
を
「
第
百
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
百
十
三
条
」
を
「
第
百
十
五
条
」
に
、
「
第
百
十
七

条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
百
十
三
条
」
を
「
第
百
十
五
条
」
に
、
「
第
百
十

六
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
百
二
十
四
条
」
を
「
第
百
二
十
六
条
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

法
第
百
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
項
に
定
め
る
額
と
す
る
。

５

法
第
百
十
九
条
第
四
項
の
同
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
額
を
参
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
第
二
項
に
定
め
る
額

と
す
る
。
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第
二
十
九
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
の
規
定
の
読
替
え
）

第
三
十
条

法
第
百
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
審
査
請
求
に
つ
い
て
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

六
十
八
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号

）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
三
条
第
二
項

審
査
庁
（
審
理
員
が
指
名
さ

審
査
庁

れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

審
理
手
続
が
終
結
す
る
ま
で

の
間
は
、
審
理
員
）

第
五
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
本
文

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
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五
十
七
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第

百
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二

十
九
条
第
一
項
本
文

第
六
条
第
一
項

弁
明
書
は

個
人
情
報
保
護
法
第
百
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
適
用
す
る
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

し
、
又
は
作
成
す
る
弁
明
書
は

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

と
す
る

い

第
六
条
第
二
項

法
第
二
十
九
条
第
五
項

個
人
情
報
保
護
法
第
百
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
適
用
す
る
法
第
二
十
九
条
第
五
項

第
七
条
第
一
項

反
論
書
は

個
人
情
報
保
護
法
第
百
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
適
用
す
る
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す

る
反
論
書
は
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参
加
人
及
び
処
分
庁
等
の
数

参
加
人
及
び
処
分
庁
等
の
数
（
処
分
庁
等
が
審
査
庁
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
参
加
人
の
数
）

を
、
法
第
三
十
条
第
二
項
に

と
し
、
個
人
情
報
保
護
法
第
百
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読

規
定
す
る

み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
す
る

審
査
請
求
人
及
び
処
分
庁
等

審
査
請
求
人
及
び
処
分
庁
等
の
数
（
処
分
庁
等
が
審
査
庁

の
数

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
審
査
請
求
人
の
数
）

を
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
な
け

と
す
る

れ
ば
な
ら
な
い

第
七
条
第
二
項

法
第
三
十
条
第
三
項

個
人
情
報
保
護
法
第
百
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
適
用
す
る
法
第
三
十
条
第
三
項

第
八
条

審
理
員

審
査
庁

審
理
関
係
人
が
あ
る

審
理
関
係
人
（
処
分
庁
等
が
審
査
庁
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
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て
は
、
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
あ
る

第
九
条

審
理
員

審
査
庁

法
第
三
十
七
条
第
二
項

個
人
情
報
保
護
法
第
百
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
適
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
二
項

第
十
条
、
第
十
一
条
及

法
第
三
十
八
条
第
一
項

個
人
情
報
保
護
法
第
百
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

び
第
十
四
条
第
一
項

て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項

第
二
十
七
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

４

地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
開
示
決
定
に
基
づ
き
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
送
付
に
要
す
る
費
用
を
納
付

し
て
、
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
等
行
政
文
書
の
写
し
の
送
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
送
付
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

地
方
独
立
行
政
法
人
の
開
示
決
定
に
基
づ
き
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
の
定
め
る
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と
こ
ろ
に
よ
り
送
付
に
要
す
る
費
用
を
納
付
し
て
、
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
等
行
政
文
書
の

写
し
の
送
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
を
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
中
「
第
百
二
十
四
条
」
を
「
第
百
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七

条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
二
十
二
条
各
号

」
を
「
第
二
十
三
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
を
第

二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
百
二
十
四
条
」
を
「
第
百
二
十
六
条
」
に
、
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
八
条
中
「
第
六
十
六
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
六
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。
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八

法
第
五
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
条
例
に
基
づ
き
行
う
業
務
で
あ
っ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
類
す

る
も
の
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の

第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
指
定
入
院
医
療
機
関
と
し
て
同
法
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
業
務

二

法
第
五
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
同
号
に
定
め
る
業
務
と
し
て
条
例
に
基
づ
き
行
う
業
務
で
あ
っ
て
前

号
に
掲
げ
る
業
務
に
類
す
る
も
の
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の

第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
三
章
中
同
条
の
前
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
地
方
公
共
団
体
等
行
政
文
書
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
十
六
条

法
第
六
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

官
報
、
公
報
、
白
書
、
新
聞
、
雑
誌
、
書
籍
そ
の
他
不
特
定
多
数
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
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る
も
の

二

公
文
書
館
、
研
究
所
、
博
物
館
、
美
術
館
、
図
書
館
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
と
し
て
地
方
公
共
団
体
の
長
が

指
定
す
る
施
設
に
お
い
て
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資
料
と
し
て
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

り
特
別
の
管
理
が
さ
れ
て
い
る
も
の

イ

当
該
資
料
が
専
用
の
場
所
に
お
い
て
適
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
資
料
の
目
録
が
作
成
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
目
録
が
一
般
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
一
般
の
利
用
の
制
限
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

当
該
資
料
に
地
方
公
共
団
体
の
情
報
公
開
条
例
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公

(1)
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
に
相
当
す
る
も
の
を
い

う
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
当
該
資
料
（
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
に
限
る

。
）
の
一
般
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
。

当
該
資
料
の
全
部
又
は
一
部
を
一
定
の
期
間
公
に
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
又
は
独
立

(2)
行
政
法
人
等
を
除
く
。
）
又
は
個
人
か
ら
寄
贈
又
は
寄
託
を
受
け
て
い
る
場
合
に
、
当
該
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
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の
間
、
当
該
資
料
の
全
部
又
は
一
部
の
一
般
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
。

当
該
資
料
の
原
本
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
原
本
の
破
損
若
し
く
は
そ
の
汚
損
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

(3)
る
場
合
又
は
当
該
資
料
を
保
有
す
る
施
設
に
お
い
て
当
該
原
本
が
現
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
当
該
原
本
の

一
般
の
利
用
の
方
法
又
は
期
間
を
制
限
す
る
こ
と
。

ニ

当
該
資
料
の
利
用
の
方
法
及
び
期
間
に
関
す
る
定
め
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
定
め
が
一
般
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

ホ

当
該
資
料
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

（
日
本
年
金
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

日
本
年
金
機
構
法
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
第
百
二
十
四
条
の
項
中
「
第
百
二
十
四
条
」
を
「
第
百
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政

令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
百
二
十
四
条
」
を
「
第
百
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
号
中
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
五
十
三
条
」
を
「
第
百
五
十

六
条
」
に
、
「
第
百
五
十
六
条
」
を
「
第
百
五
十
九
条
」
に
、
「
第
百
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
第
一
項
」

に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
整
備

法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
整
備
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
十
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
機
関
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
が
保
有
し
て

い
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
の
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
直
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ち
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第

号
）
の
施
行
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に

関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改

正
）

第
三
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管

理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平

成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
二
十
八

条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
総
務
省
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）
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第
四
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
総
務
省
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
九
条
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改

め
る
。

（
宮
内
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

宮
内
庁
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
六
条
第
三
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
復
興
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

復
興
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
の
表
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
の
項
中
「
第
三

十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。
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理

由

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
地
方
公
共
団
体
等
行
政

文
書
か
ら
除
か
れ
る
も
の
を
定
め
る
等
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行

う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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